
一一1-一

〈論 説〉

現 代 コ ー ポ ラ テ ィズ ム の プ ロ ブ レマ テ ィー ク

平 田 清 明

は し が き

ヨー ロ ッパに一 つ の妖 怪 が彷 復 して い る
。 それ

は・ か つて に,K.マ ル クスがか の 『宣言』 にお

いて 語 った"コ ミュニ ズム"な る もので はな い。

もっ と出 自のふ るい"コ ーポ ラテ ィズ ム"と い う
　 　 　 　

名のものの怪である。

この語は,第1次 と第2次 の世界大戦の全過程

を通 じてファシズムと結 びついてお り,そ の普遍

主義志向のなかに一種 の神秘思想を宿 していた。

カ トリック的な社会調和 とイベ リア半島の美意識

ともふか く交差 していた。

第2次 大戦 におけ るファシズムの打倒 とともに

それは この世か ら消えたはずである。思想の歴史

博物館のなかに封 じられたはずであ る。

また ドイツのナチズムとイタ リアのファシズム

に接近 しなが ら行動を共に しなか ったが故に生き

のびたポル トガルのサラザール体制が,れ っきと

したコーポラテ ィズムであることは,よ く知 られ

てい奄もころであ り・この体制が10年 まえに崩壊

して 以降,も はや ローポ ラテ ィズ ムは ヨmッ パ

で息 を とめ たは ずで あ った。

ところが・ それが 今 日,ネ オ(新)と い う接 頭

語 づ きで蘇 が え って い るか の よ うな のだ。 議 会制

的 多元 主義 を主 流 とす るはず の政 治学 にお いて,

1974年 を 画期 と して,一 種 の コーポ ラテ ィズム熱

ともい うべ き研 究動 向が み られ る。 と くにそ れが

イギ リス の未来 を トす る概 念 と して提 起 され て も

い るのは・無 気味 で あ る,と い うほか ないだ ろ う。

悪 い夢 を い ま ヨmッ パ人 は みて い るのだ ろ う
の 　 じ の

か 。 と くに イギ リスが もの の怪 に と りつかれ て い

るのだ ろ うか 。

問題提 起者 の一 人 が 「今な お コー ポ ラテ ィズム
(2)

の時 代 な のか 」 とい う論 稿 を世 に問 うこ とに よっ

て,問 題設 定 を行 な った のは,け っ して悪 ふ ざけ

な のでは な い。

ペ タ ンの"フ ラ ンス国 家"と い う正 真正 銘の コ

ー ポ ラテ ィズム国家 を第2次 大戦 中に経 験 した フ

ラζ為で は,こ の コーポ ラテ ィズム とい う語 は名

誉 駿損 の既 下語pejoratifで あ る。 そ の フラ ンス

で さえ,こ の語が,構 造 主義 者 と して 知 られ てい

たN・ プ ーラ ンツ ァス に よ って,現 時 の 「政 党 の

危 機」 のか な たに ローポ ラテ ィズ ムの危 機が ま っ

て い る,と い う文 脈 で語 られ る のであ る。 しか も,

政権 を社 会 党が獲 得す る数年 まえ に,こ の社会 党

のか ねて提 唱す る 自主管 理主 義運 動 の前 方 に ,「国

家 に制 度化 され る ネオ ・コーポ ラテ ィズム」 の危

険 が待 って い る,「 大 衆 の ネオ ・コーポ ラテ ィ ズ

ム的統 合 」 の怖れ が待 ちか まえて い る,と 述 べ ら
C4)

れ る有様なのであ る。

議会制民主主義の衰弱に雁行 して進行す る事態。

それは市民社会 と政治的国家 の近代的分離 の反措

定 である。「諸団体に組織 された市民社会の 諸 利

益 と,国 家の決定構造 とを結びつける 特 殊 な 様

式」 として最小限に文字表現 され るコーポラテ ィ
くの

ズムとい う名の概念形成 であ る。

それは一体 なぜ発生 し,現 にどのようにあ るの

だろ うか。これは実は政治経済学 に深 くかかわ っ

てい るのであ り,ま た,他 ならぬ現時 日本の政治

過程の うちに も明確に看取 され る事態で もあるの

である。

私は このことを,1984～5年 のフランス滞在 中

に,友 人 との討論を通 じて知 った。中部 ヨーロッ

パを含む諸国へ の旅行や滞在を通 じて肌身で知 っ

た ことで もある。 また帰国 して 日本 の政治学者 の
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諸労作に よって改めて知 ることもで きた。それ ら

の課 の助言や研究成果に翫 られて,私 をま以下

に,一 人 の経 済学者 と して の知見 を この問題 に関

す る一 つ の プ ログ レマテ ィー クと して 書 き記 す次

第 で あ る。

1現 代 コーポラテ ィズムの一般的性格

(1)1974年,政 治学 の うえ に一 つ の地殻 変動 が

起 った。 ア メ リカ のPh.C.Schmitterが 「い ま

もな お コー ポ ラテ ィズ ムの世紀 なのか?」 と題 す

る論考 を世 に問 うた とき,イ ギ リ ス のR.F・

PahlとT.Winklerが 「コーポ ラテ ィズム の到
(7)

来TheCommingCorporatism」 を 発表 して大

西洋 の両岸 にあた か も共 鳴装 置 があ るか の よ うな

気 運が も りあが った。 同 じ年 西 独 のG.Lehmh-

ruchは,ま った く偶 然 に 「多 極共存 志 向デ モ ク

ラ シイconsociationaldemocracy」 の意 義 をひ

ろ く世 人 に訴 えて いた。

政 治学上 のこ の偶 然 の一 致 は,ど こか に,経 済

学上 の偶 然 の一致 と して知 られ る"限 界革 命"を

お もいお こ させ るものが あ る。

経済学 の研究 に従事 す る者 はだれ しも,1870年

代 の限界原理 の発見 が,一 つ の方 法論 的 な地平 開

拓 で あ り,旧 来 の経済 学 に とって の地殻 変動 で あ

った,と い うこ とを知 って い る。

1871年 イ ギ リス(マ ンチ ェスター)のW.S.Jevons

に よる 『経 済学 の理論 』,オ ース トリア(ヴ ィーソ)

のC.Mengerに よる 『国民経 済学 原理 』,っ つ い

て1874年 スイ ス(ロ ーザソヌ)のL.Walrasに よる

『純粋 経済学 要綱 』。 これ らの著 作 の偶然 な 同 時

刊行 が,社 会認識 の う}で の方 法論 的 個人主i義の

純 化 とそ の学的 指導性 の確立 を物語 る ものであ る

こ とは,今 日だれ もが承 認す る ところであ ろ う。

い ま政 治学 の うえ に方 法論 的 団体主 義が コーポ

ラテ ィズ ムの名 にお いて提 示 され,政 治学 の主流

た る議会 主義 的 プル ー ラ リズムに対決 しつ つ,新

しい学 問分 野 の開拓を とげつつ あ る。 それ はす で

に伝統 的 な政治 学(つ まり経済学 と切れた地 平 で成

立すると信じられてきた1科 学)で あ る こ と を こえ

て,新 し く政 治経済 学 として の内容を そな え始 め

ている。

ここで私たちは一つの対照にぶつかる。

か の限界革命は,方 法論的個人主義の純化であ

り,そ れに よる経済行動の定量分析可能性 の開拓

であった。ところが今 日の政治学上の新動向は"ネ

オ ・コーポラテ ィズム"と い う自称(邦 訳名,新 職

能団体主義 新団体統合主義)に み られ る よ うに,

かつてのコーポラテ ィズムとの共通面を保存 しな

が ら,な お新たに複合化を遂げた点でその有効性

を発揮 し,み ずか らその立証をな しとげ ようとす

るものである。

どこで共通であ り,ど こで異質なのか。そ して

総体 として,ど のような意義のあるものなのか。

本稿 の行論の うちに逐次 これを明らかに してい く

所 存であるが,こ こにあらか じめ,こ のネオ ・コ

ーポラテ ィズム論が,1970年 代に起 って きたこと

について一言 してお こう。

よ く知 られているように"黄 色の60年 代"の 全

過程を通 じて先進資本主義諸国(日 本を含む)に ケ

イ ソズ主義が一般的に導入され,そ れに もとつ く

成長過程の進 展のなかで,国 家諸機関と職能諸団

体 との間に財政金融政策や産業政策の実施を介 し

て特殊 な接合関係が形成 されてい き,そ の逆動 と

して議会 の審議能力の相対的低下が進行 していっ

た。1970年 代に入 って石油危機に触発 されたスタ

グフレーショソは,た んに経済危機をもた らした

だけでな く,政 党内閣に よる政治能力の低下を人

眼に きわだたせ るに至った。議会制民主主義の立

脚す る方法論的個人主義 と地域代表制は,職 能 の

異なる諸団体 と国家機関 との間に新たに成立 しつ

つある利害媒介 と政策介入の過程的連 関 に よ っ

て,そ の根底を脅か されたのである。

(2)こ の方法論的個人主義にたいす る懐疑 ある

いは疑問提起を最初にあえて行なった者 は,経 済

学 の う}で は,他 ならぬ ケイ ンズなのであった。

古典派の原理的虚構に対 して彼は,集 計概念たる

総需要の管理に立脚する新原理を提起 した。

ここで私たちは,ケ イ ソズが社会的に評価 され

る前に発表 していた『Laissez-Faireの 終焉』(1926

年)を 想いおこ して よいだろ う。

「ひ とりひ とりの個人が各自の経済活動におい
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て・公認 の"自 然的 自由"を 亨有 している,と い

うのは真実ではない。世界における私的利益 と社

会的利益 とが常 に一致す るように天上か ら統合 さ

れているわけではない。……社会 とい う単位をな

す時の個人は,各 自が別 々に行動する時 とくらべ

て 明敏 さを欠 くのが常 である。……多 くの場合に

おいて支配 と組織の単位の理想的 な規模は,個 人

と現代国家 との中間のどこかにあるのだ,と 私は

考 える。だか ら私は,国 家の枠 のなかでの半自治

的組織体semi-autonomousbodiesの 成長 とそ

の 〔公的〕認知 のなか にこそ進歩があるのだ
,と

示唆す るものである。……この組織体は,… …そ

の制限規定の範囲内で,だ いたい自治的にことを

処理す るのであるが,究 極的 には,議 会を通 じて

表 明され る民主主義の主権に従 うのである。 この

ような私の提案は,独 立 した 自治組織 とい う中世

的鵬 への復胤 訪 れるかも知れ漆ll」

若きケンブリッジ学派の俊英が世に掲げた この

「提案」は,当 時 なんとも鼻 もちならぬ悪趣味 と

して受けとめ られた。そこに謳われた思想が理論

的 な体系展開をえて知的指導性を発揮 してい くの

には,戦 間期 のあの波瀾に満ちた社会的政治的動

揺を経てであ り,ま た,第2次 大戦 とい う世界的

不幸 を経過 してであ った。

ケインズ主義は,戦 後の先進国において理論的

な覇権を確立 した政策 として実現 してい った。そ

してその理論 と政策が構造化 していった。 しか し

ひとは,そ こに何かが進行 していることに気づか

ずにいた。70年 代中葉に至 って世界経済が石油危

機を契機 として急速な衰退を迎えるに至 って,ひ

とはそ こに,あ るものを親 潔 。

それ は市 民社会 と国家 との間 の連節 関 係 の或 る

形態 であ り,そ の物象 化 した機 構 であ る。 それ は ,

若 き 日の ケイ ソズがみ ずか ら予感 した 「中世概念

へ の復帰」 とい う相 貌 を呈 して い る
。 ひ とは び っ

く りして 「ネオ ・コーポ ラテ ィズ ムの到来」 を再

発見 した のであ る。

政 治学 の うえで のNeo-Corporatismの 到来 は

経 済学 の うえ でのCorporateCapitalismの 到

来 とほ ぼ時期 を等 しく してお り,ま た,社 会原 理

お よび学 問研 究 の公準 と して の個 人主 義 への ア ン
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チテ ーゼ と等 価 を な して い る。

1974年 ア メ リカ の シ ュ ミターが 「私た ち はい ま

コー ポ ラテ ィズム の世 紀 にい る こ とを 再 確 認 す
Cia)

る」 と立 言 した とき,そ の声 は まだ弧 独 な世 ま よ

い ごとに 似て いた。 しか し,そ の こ10年 もたた ぬ

うちに,カ ナ ダのL.Panitchiが 「自由主 義的

民 主蟻 諸 国 におけ る一 ポ ラテ,ズ ムの(11)」

を 公表す る ころには,す でに コーポ ラテ ィズ ム論

議 は花 ざか りの観 を呈 し,政 治学 上 の"成 長産業"

とい う自嘲 の声 もきこえて くる状態 とな った。

(3)こ の盛 行 のなか には何 が あ るのだ ろ うか。

お よそ三つ のこ とが そ こに あ る と私 に は思わ れ る。

第一。 リベ ラル デモ クラ シイの先進資 本主 義諸

国 にお いて議 会制 民主 主義 か ら政策策 定機 能 が徐

々に ドロ ップア ウ トし,議 会 が正 統 化 のため の通

過 儀 礼機関 に威 信低 下 した反 面,現 実 の政 策決定

過 程 に新 パ ター ンが 発生 し,そ れ が シス テ ム化 し,

さらには構造 化 しつ つ あ る,と い う事 実 の進 展が

そ れ であ る。

第二 。 この こ とが,同 じ西欧 民主主 義 の政治 原

則 のなか に あ りなが ら,オ ラ ンダや オ ース トリア

な どに見 られ るひ と味 ちが う政 治 形態 す な わ ち

「多極 共存 志 向デ モ クラシイ」 の意 義を 再認 識 さ

せ,ア メ リカや フ ランス にお け る個 人主義 政 党

主 導 システ ム,議 会至 高原 則 とは異 な る民 主 主義

の在 りか た を問 うとい う気 運が そ こにた しか に で

きて い る。

第三 。上 記 の政治過 程論 的 な研究 視 角か らす る

究 明の努 力は,一 ・方 で政治 社会 学的 な地 平 をひ ろ

げ,他 方 で国家形 態 の比較 分析 に よる過 去 と現在

(旧 と新),南 と北 の政 治類 型学 を成 立 させて い る。

旧 ファ シズム型 コーポ ラテ ィズ ム と新 リベ ラル コ

ーポ ラテ ィズ ムの対 比(レ ームプル ック)
,旧 い 「国

家 コ ーポ ラテ ィズム 「statecorporatism」 に 対

す る新 しい 「社会 志 向 コーポ ラテ ィズ ムsocietal

corporatism」 の対照(シ ュミッター)。

(4)現 在,政 治 学者 は,上 に見 た よ うな政 治過

程 分 析 を通 じて の新 たな国 家形態 学 の開拓 に足 を

ふみ いれ て い る。 そ して,そ のこ とに よ って新 ら

しい政 治経 済学 の形成 に寄与 しよ うと して い る。

しか し,お そ ら く経 済学者 の側 の研究 不足 に 由来
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す るので あろ う,資 本 の蓄積=再 生産 の循環

に対 応 した現代 国家 の政治過 程 へ の内在を 欠 く国

家形 態 学 の先走 りが,少 なか らず見 うけ られ る。

形態学morphologieの 独 走傾 向が コーポ ラテ ィ

ズム論 の盛行 の うちに きわ だ って きた。

そ の欠 陥を補 うか の よ う に,A.Cawsonが そ

の凝 署において繍 学のマク・分析とミク吟

析を政治学に導入 し,ま たメゾ分析の手法をみず

か ら開発 しつつ、政治経済学へ の政治学の発展を

企 図 した。

その手法がす ぐれて機能主義的な分析装置に立

脚 しているところから,歴 史性 を欠 く政治科学が

そこに生れた。

これ とは対照的に、かつて"国 家導入論争"に

よって知的世界の仲間入 りしたマルクス主義者の

国家研究は,蓄 積 過程を下敷に して政治経済学 の

政治学化をはかろ うと し て い る。B・JessOPの(
ユ3)

諸労作 がそれである。

その両者 とも,そ の成果を発表 したぽか りであ

り,解 明すべき課題を きわめて多 く残 してい ると

思われる。

本稿 は,そ れ らの研究に教え られ,ま た私 自身

の見聞をも活か しなが ら,以 下,数 点にか ぎって

論述 をこころみ ようと思 う。

亜 ネ オ ・コ ーポ ラテ ィズ ム の成 立根拠

その自己矛盾をふ くめて一

ネオ ・コーポラテ ィズムの事実 と学説 の成立の

根拠は,若 干,問 題の位相を異に している。 しか

しそれは根源的なプロブレマティークにおいては,

同一事に帰す るのであ り、近代の根底 との深い関

係 に立 っている。

(1)私 たちは次のことを知 っている。すなわ ち,

お よそ資本は,物 の商品形態 と貨幣形態を,資 本

としての自己の運動のなかで自己成立の根本要件

として不断に再生産 しつつ,そ の再生産過程を生

産一流通過程=分 配(蓄 積)過 程 として遂行 して

い く。 この商品 と貨幣の始源的措定は,同 時に近

代市民法 の措定であ り,「自由,平 等,所 有,ベ

ンタム」 のアフォリズムの措定であ る。そ して,

その資本への転化は同時に近代市民社会の資本家

社会 としての実現に外 ならない。 この経済的範疇

における転化が,ど の ような歴史過程 としてブル

ジ ョア的国家の生誕を もた らすかは,当 該諸国の

社会経済的な基盤 と歴史的 な政治文化状況によっ

て規定 され る。そ こに成立す る国家は,市 民社会

に内在す る共同的公共的機能 のブル ジョア的総括

であ り,ま た,そ のような総括 として資本の政治
(14)

的権力に外ならない。

この資本が,自 らの運動に固有なものとして自

由競争を展開 し,そ の或 る一定段階で独 占を うみ

だ し,し か も"産業資本"あ るいは"金 融資本"の

私的独 占の形態を成立 させ,こ の特殊資本の社会

的威信を確立 させたとき,そ れは,0切 の社会的

諸関係を資本主義的な階級関係へ と,収 敏 させて

いった。

そ こでは近代市民法の虚構性,近 代的民主主義・

自由主義 ・個人主義の形骸性が人眼にあ ざやかで

あ った。すでに自由競争段階に成立 していた近代

的原理 の虚構性 ない し虚偽性は,独 占段階にいた

って,虚 妄 ない し虚無 として実感 され,そ の空白

を埋めるもの として ロマ ン主義以上の神秘主義が,

国家有機体思想 と結びついたカ トリック権威主義

が,も ろもろのヴァリエーシ ョンを伴 って発生 し

ていった。また近代的原理の揚棄を謳 うcommu-

nismが,社 会主義思潮の諸変種を伴いつつ,影 響

力を強めた。そ して,こ れに対抗すべ くナチズム

やファシズムが,民 族共同体や職能団体への帰属

identificationに よって,近 代の虚構 とコミュニ

ズムの作為を超克すべ く,独 特 のコーポラテ ィズ

ムを展開 した。民族や国家への帰属の強化 とその

連帯感の うえでの社会調和の夢は,近 代的原理 と

コミsニ ズムを暴力的に破壊することに よって実

現 され うるものとされた。そ して,そ の ような意

識的行為 として社会的政治的な実践が敢行 された。
"団 結"の 力が発揮 された

。 しか し,そ れが実現 し

たものは,社 会的な調和ではな く,内 には作為の

暴力状態 であ り,外 には作為 の戦争状態であった。

その ような否定のパ トス体系の崩壊 のうえに立

つネオ ・コーポラティズムは,み ずか らと対立 し

がちな近代的原理,と くに議会制民主主義 とその

諸価値 とを,否 定するのではな く,そ れ と共存 し
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えね ば な らない ので あ る。

現 代 謙 一ポ ラテ ィズ ムは,"産 業 資本"や"金 融

資 本"の 私 的独 占の段 階 に立 脚す るの では な く,

社 会的 総資 本 の特殊 な分節e連 節体 制 と して の現

代 資本 主義 に根 拠 づけ られ て い るので あ る。

それ は,戦 後資 本主 義 の成 長過 程 とその帰結 の

動 揺 に促迫 され た もの であ る。

現代 資本主 義 は,社 会的総 資本 の経済的 権 力機

関 と政 治的権 力機 関 とを分 離 して,そ のそれ ぞれ

を 発展 させ,そ れ ら相 互間 お よび,そ れ ら内 部で

の分 節 と連 節 の システ ムを 創 りあげ て いる。 経 済

的 支配 階級 と政治 的支 配階 級 とは分業 関係 を結 ん

で い る。

その うち経 済的支 配階 級 は,た しか に資本 の直

接 的 な生産 過程 の総 体 を掌握 して い る。 また 再生

産 過程 と して の流通(e分 配)=蓄 積 過程 を 一それ

が 経済 過程 であ るか ぎ りで一,左 右 して い る。そ こ

に はた しか に,ヨmッ パ語 で 「経済Economie

(邦語では経済社会)」 とい う独 自の圏域が 成立 して

い る。

しか し,そ こで の流通(識 分配)鉱 蓄 積過 程 と し

て の再生 産過 程 は,具 体 的 には,人 間が 諸個人 と

して生活 を営 む社会 空 間(lesocietal=thesocietal)

で あ って,そ こには(a)男 女,家 族,隣 人 ,保 育,

医療,福 祉,な ど(the∫oo弼=1esQcial)(b)広 場,

公 園 道路,学 校,劇 場,上 下水道,廃 棄物処

理,自 治 体 な ど(thecommune=1ecommunale=1e)

(c)報道 ・情報 機関,職 能 団体,政 党組 織 な ど(the

publicpublique)の 社 会生活 が あ る。 そ こに は 商

品 ・貨幣関 係 の規定 性が 浸透 してい る。 したが っ

て近 代法 の原理 が,そ れ 固有 の諸価 値 と ともに活

きて い る。 そ して,そ こで 自覚的 に形成 され る諸

団 体 は,自 治体 に 典型 的 にみ られ る よ う に

ま さ し く血 の通 う自治 的組織 であ って,民 主

主義 国家 と して の資 本主 義 国家 の よ うな抽 象的 な

一 義性 を免か れ てい る
。

ここにお いて,上 述 の総 資 本 の政治的 権 力は ,

経 済的 権 力 との接合 関係 以外 に,こ の市 民社 会 と

して の生活 空 間 の諸 利益 集 団 との接合関 係 に入 る。

こ こで も分節 と連 節 の ネ ッ トワーキ ングが シス テ

ム化す る。公 共 政策 の立案 と実 施 は ,そ の焦 点 で

一5

あ る。

他方,社 会的総資二本の政治的権力は,立 法 と行

政が分化す る議会制民主主義の分立 システムに立

脚す る多数派政党が,立 法府を代表 して,行 政諸

機関を運動 させ る。 しか し行政府は逆に,立 法過

程に先んず る法案策定過程その ものを掌握 して,

議会を して,そ の法律 としての聖別をおこなわ し

める。つ まり議会を,統 治の正統化機能 の形式的

担当者 に し,み ずか らを利害媒介 と国家介入 の主

役(mainacton)た らしめる。

私たちはここで確認しなければな らない ことに

なる。すなわち,政 党システムの政治的支配階級

が,国 家の外にあって,国 家をその手に収めてい

るのではない。あ くまで も国家諸機関 との関係性

においてのみ,政 治的支配階級は成立 しうるので

あ って,た んに議会の多数派形成集団であるので

はない。 この政治的支配階級は,こ の国家諸機関

との関係性において経済的諸団体 とのi接合関係に

入 るのであ り,ま た市民的社会諸団体 との連接関

係に入 るのであ る。

他方,経 済的支配階級 も,直 接に国家機関を掌

中に収めているのではない。政治的支配階級 との

分業関係を介 してであ り,行 政官僚層 との特定の

接合関係を介 してである。 また,そ れが資本主義

国家を現実に機能 させるには,イ デオ ロギー権力

として のヘゲモニーの樹立を通 じてである。

(2>現 代 の資本主義国家は,国 内的には,産 業

構造の再組織(産 業政策),景 気循環の調整(財 政

金融政策),産 業基盤の整備(社 会資本投資政策),

科学技術の開発(科 学技術政策),技 術革新 ・景気

変動 ・国際環境変化などによる雇用関 係 の 調 整

(所得政策や再教育政策)な どを実施 しなければなら

ない。他方,対 外的 には,貿 易関係の調r資 金

移動の調整,通 貨価値の国際的な安定協議等hを

行なわねばならず,そ の対内的はね返 りに対策を
(ユ5)

用 意 せね ば な らぬ。

したが って,国 家諸 機関 は,諸 種 の経 済 団体 と

の協議 を必要 と し,各 種職 能 団体 の利害 調停 を実

施 し,"指 導"せ ねば な らな くな る。逆 に諸 団体側

は,あ らゆ る国家機 関 に プ レッシ ャーグル ー プ と

して臨 む こ とに な る。国 家 諸機関 は,ま た,経 営
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者 団体 と労働者組織 との間に介入 し,或 いは調整

を事前にはか る必要がある。 さらV'ま た,共 同社

会空間(thesocieta1)の 市民諸組織 との媒 介を

深めなければならない。

したが って,政 策決定過程には,そ れ ら諸 団

体 ・諸組織が介入 し,そ の介入に よって逆 に,過

程の帰結 としての決定が 議会での法的承認 を

こえて 実効性を保障 され る。利益媒介 と国家

介入のシステ ムが,固 有にできあがる。

そのとき,諸 団体,諸 組織 の方は,そ のような

課題にそなえ るべ く必要な人員 と情報を集積 して

お り,そ の交渉能力 と説得威力を高めてい る。そ

こには,す でYT必 要 な広報活動能力がそな}ら れ

て もい る。いまか りに,そ れだけの能力のぞなわ

らない団体 ・組織があるとすれば,急 速に 自己装

備率を高め るか,自 滅す るほかない。 したが って,

国家権力をめ ぐってマンモスの斗争が不断に くり

ひろげられ る。

議会制民主主義の立脚す る根源的 な個人主義が

ゆ らいでゆ く。議会が通過儀式の祭場 と化 してい

く。かわ って三者 または二者構成に よる諸種の審

議会や評議会が生れてい く。 しか も,そ れは議会

制民主主義を否定 してはならぬ。 また議会制民主

主義 の側 も,こ の新 しい コーポラテ ィズムと折 り

合 っていかねばならぬ。た とえぽ議会の多数派が

保守党である場合には,そ の議院内閣制は,経 営

者団体はむろんのことだが,そ れ以上に,労 働者

組織 との協議を必要 とす ることが多 くなる。逆 に

労働党や社会民主党が多数派を占める場合には,

みずか らを支持す る労働者団体にもま して経営者

団体 との協議な しY'は産業構造の再編などの重要

案件は到底,解 決 しえぬであろう。むろん支持す

る組織や団体 との信頼関係が維持 されなければな

らない。だか ら,そ こには不断の矛盾が存在す る。

また,そ れ ら諸団体,諸 組織の内に固有の自己

i撞着が発生す る。集 団としての利益の表示=媒 介

機能を強め るために集団 としての凝集力を高めれ

ぽ,そ れは 集団内の階統化を進めてTOP交 渉を

容易にす る反面,下 部の無関心 と非政治化を深め

てい く。そ して時にその反乱衝動を喚起す る。

先進資本主義の現段階では,性 状や濃度は違い

こそすれ,多 かれ少なかれ コーポラテ ィズム化傾

向が進 まざるをえず,し か も,議 会制 民主主義 の

原則 は尊重されねばならない。

そこには後者の多数決制,個 人主義,地 域単位

制,前 者 の全会0致 方式,集 団主義,職 能中心制

とい う対立がある。

しか しこの対立は矛盾ではあ って も,敵 対関係

に してはならぬ ものである。 しか し,そ のような

両老の非敵対的解決の経験は一 これまでの英米両

国に,あ るいは仏独の両国には皆無であるか,殆

どなきに等 しい状態である。

ところが,そ の ような経験を蓄積 してい る国 も

ある。それがいまクmズ ・ア ヅプして来 る。そ

して,そ の経験を理論化 し,他 の諸国での難問解

決 にそなえる理論的な営為が進められてい る。

その ような国とは多極共存志向の諸国である。

皿 多極 共存志向デモクラシイと

議会制デモクラシイ

そのコーポラティズ化の道一

あ らた に注 目を浴 び始 めた オ ラ ンダや オ ース ト

リア の政 治形態 は,地 続 の ヨー ロッパ諸 国で は,

それ ぞれ の隣 接諸 国に 良 く知 られて いた。 しか し,

それ が それぞ れ の国 のお国柄 と して の特殊 性 の相

の下 に見 られ て い るか ぎ りでは,と りたて て論 議

す るまで もな い こ とで あ った。 しか し,そ れ らの

国 の政治形 態 が民主 主i義の尊重 に立 脚す る リベ ラ

ル ・コー ポ ラテ ィズ ムの典型 と して顧 み られ る と

き,そ れ らは 普遍性 の相 に おいて理論 的省 察 の素

材 とな りえた ので あ る。 そ して,そ れ との関係 に

お いて北 欧 のス ウ ェーデ ンを顧 みれ ぽ,こ の 国は

オ ラン ダや オ ース トリア とは違 って,議 会 制民 主

主義 以外 の多極 共存 志 向デ モ クラ シイを これ まで

知 らなか った ので あ るが,あ らた に特殊 な様式 で

ネオ ・コーポ ラテ ィズム化 の道 を歩 ん でお り,し

か もそれ に成 功 してい る,と い うこ とにひ とは気

づ いた ので あ る。 なん とこの北 欧 の小 国が今 日,

西 独 に次 ぐ西 欧第二 の工 業 国に な りえ た とは!,

と,驚 きつ つ,ひ とはそ の秘 密 を探 った のであ っ

た。 こ の探究 の努 力 のなか か ら,斜 陽 の議会制 民

主 主義 イギ リスを救 出す る道を,ネ オ ・ポ ラテ ィ
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ズムに求め る動向が,う まれた。そ して,政 治的

に リベラ リス ト的保守主義 経済的にはモネタ リ

ス ト的個人主義にたつ現在 の保守党主流 との対決

を深めていった。

以下に,出 発点を異にす るコーポラテ ィズム化

の二つの道 をさぐり,現 代政治学の当面するもの
(is>

が何 で あ るか を探 ろ うと思 う。

(1)多 極 共存 志 向デモ クラ シイか らの出発

これ に はオ ラ ンダ とオ ース トリアが挙 げ られ る

のであ るが,両 者 の多極共 存志 向型 コーポ ラテ ィ

ズム の形 成様 式 に11内 的 要 因型 と外的 促進型 の違

い があ るこ とを,あ らか じめ指摘 してお こ う。 日

本 では多極 共 存志 向(theconsociationa1)そ の もの

が,な じみ の うす い もので あ っただけ に,両 国 の
くユわ

事 情 を少 しく記 述 して い こ う。

そ の1オ ラ ンダ

この国は,宗 教 上 のサ ブ ・カルチ ュア ーを異 に

す る多文 化社 会multi-culturalsocietyで あ る。

宗教 的 なエ ス ニ ッ ク ・グルー プが,近 代的 な社会

諸階 級 に媒 介 され て,地 域的 偏在性 を示 し,社 会
くコの

内が 「列柱化」 している。

南部 のカ トリック,北 部 のカルヴァ ン派(社 会

主義者とリベラリストに分裂),西 部の リベラル。

この小国のなかに,以 上 の五派が,そ れぞれ 別

個に学校 と放送局を もち,友 人づきあい,結 婚,

就職 などの社会生活を別個に営んでいる。

国の統一を保つには,五 派全体の 連 合(大 連合

=挙 国一致)が 必要である。近隣に西欧列 強 を も

つだけに,挙 国一致体制が最 も安全な体制である。

その場合には全会一致方式がさけられない。同

じことだが,少 数者尊重の拒否権が承認 されなけ

ればならない。閣僚ポス トはい うまでもな く,政

府や公企業の役職のポス トの配分 には,比 例代表

制が尊重 されねぽな らない。補助金など公共費用

の投資にあたっても人 口数に応 じた配分方式が採

用 されなければならない。 いわゆるダ ッチアカウ

ソ トがここでは貫徹 されなければな らない。

したが って争点 の回避,頂 上会談に よる妥筋,

そ して 秘密接渉 ・無台廻 しturntableが 日常化

してい く。そこか ら議会の機能低下 と各エス ニッ

ク ・グループ内での政治的無関心がおこってい く。
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大連合が破れた場合には野党は与党 との間に議

会外での対立を深め,政 府 の統治機能を低下 させ

る。

そのため大連合 の存否をこ>Z..て諸 グループ間の
コーポラテ ィズム的協停が不可避である

。1950年

に設置 された 「社会経済審議会」 は,き わめて有

名である。それ は首相のもとに成立 した全国的協

議機関であるが,同 様のものが,個 別 の産業諸部

門あ るいは商業部門に設置 され,メ ゾ ・レベルの

協議を実施 して きた。1970年 中葉の経済危機 は,

この社会に深刻な景気後退 と失業の激増 となって

現われ,さ すがのオランダ的協議を もって して も,

これに対抗す ることがで きなか った。そ して協議

体制 にヒビ割れが生 じた。

それ はエスニック ・グループの間の対立が根本

原因であ ったのではない。経済恐慌の深刻化が,

エス ニック的分裂 を政治的分裂へ とお しや
ったの

であ る。

ついでながら,隣 国のベルギーは,も ともとが

オランダのカル ヴァン派支配か らの脱却を求めた

人 々が革命的反乱に よって独立を穫得 して建設 し

た国であるので,宗 教上 の対立は基本的に存在 し

ない。 しか し北部のオランダ系 フラン ドル人 と南

部 のフランス系 ワロン人 との間に,人 種的ならび

に言語上の対立がきび しい争点 をつ くりだす多文

化社会である。 したがって両極共存志向のデモ ク

ラシイが い くどか模索 されてきたが,遂 に,エ ス
ニ ック的列柱化の壁 を破るに至 っていない

。いい

かえれば,ベ ルギーは内部的対立の深 さが コーポ

ラティズムの形式を許 さない一つの典型国であ る
。

その2オ ース トリァ

この国には宗教上 のエスニ ック ・グループが近

代的な社会諸階級鴨 介されて・社会内副 柱化

現 象 を現 出 させ て い る。

農村 で の カ トリッ ク。都 市 で の リベ ラル。 そ し

て 後者 内 におけ るナ シ ョナ リス トと ソウ シ ャ リス

トの対立 。

この国を流 れ る ダニ ュー ヴ河 が,語 りつ た え ら

れ るよ うに碧 くない の と同 じく,こ の穏 和 な面差

しの国 の内は 深 い溝 で割 れて い る。 オ ラ ンダと同

じく日常生 活か ら政 治生 活 の殆 どす べ てにわ た っ
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て列柱化が進んでいる。

しか し,こ の国には,そ れ よ り遙かに重大な こ

とがあ る。東西両体制のはざまに位置 していると

い うことが,そ れである。世界の東西両体制への

分裂が,こ の国ほ ど直接の影響を与える例を,他

に見いだす ことは殆 ど不可能であろ う。体制間の

対立が"イ デオロギー"の 対立 とい う性格をあた

え られているだけに一層やっかいであ る。

そ こでは国際的な地政学が国内的な宗教社会学

を圧倒す るのであ る。

第2次 大戦末期,ソ 連軍 とア メリカ主導の連合

軍 とに よって占領 され,戦 後長 くその共同管理下

におかれ,長 い全面講和 の斗いの後 に,辛 じて独

立を獲得 した国である。東西両軍 の完全撤退をか

ちえた国である。"ア メリカ帝国主義"と か"赤 い

全体主義"と かい う,いわゆる体制イデオロギーか

らの脱却は,い わぽ国民的至上命令であ る。両体

制 間の対立が国内にもちこまれて,エ ス ニック ・

グループの対立を とらえたな らば,そ れは国家の

崩壊に通ず ることになるだろ う。そ こか ら多極的

共存志向型デモ クラシイが模索 され,苦 心 のこも

った実施方式が案 出される。独特のコーポラテ ィ

ズム型協議方式が確立され維持 され る。

最 も有名なのは 「物価 と賃銀に関す る同権委員

会」ParitatischeKommissionfurPreis-und

LohnFragenで あ る。経営者な らびに農業者か

らの委員 と,労 働組織か らの委員 とが,同 数選任

されて,首 相主宰 の協議会に参加す る。政府代表

としては商工大臣 と社会問題担当大臣 とが参加す

る。

つま り形式上は三者構i成の評議会であ るが,肝

心なのは労資 「同権」 とい う思想であ り,そ の制

度化である。そ して,常 設の小委員に専門家を配

置 して,技 術的な対応に欠 くところがない よう配

慮が こらされている。

また,形 式上首相主宰ではあるが,最 終的な結

着 は,労 働老側 の 「総 同盟」 と経営者側の 「連邦

商業会議所」間の トップ交渉にゆだね られ ること

である。

それぞれの団体内では各 グル ープ間 の人 口比に

もとつ く比例代表制による委員選 出が慣行化 して

現 代 コーポ ラテ ィズムのプ ロブレマテ ィー ク

い る こ と も,忘 却 で き な い こ と で あ ろ う。

この 「同権委員会」は約20年 にわたって存続 し,

「大連合政権」の存否 をこえて機能 した。

ここには多極共存志向デモクラシイのコーポラ

テ ィズム的補完が明白にみ られ る。

この国には従来のスウェーデ ンの ような高度成

長はみ られない。 また,ス ウェーデ ンのような高

い社会福祉の実現 もみ られない。 しか し,東 西両

体制の谷間で静かに永世 中立の平安を享受 し}て

い る。

② 議会制民主主義か らの出発

これ は北欧のスウ ェーデ ンにおいて現実に展開

してお り,西 欧のイギ リスでは議論 として展開 し

ている。

その1ス ウェーデ ン

19世 紀以来の立憲君主国。戦前か らの半世紀ちか

い社会民主労働党 の政権担当。その両者 のもとに

育 った 「三者協議制Tripartism」 の慣行 と法制。

この三つの要素によってこの国は特徴づけ られ る。
(20)

そ して,そ のよ うなものの総称 としての 「パルプ

スソ ド(王 宮)民 主主義」 の名は,ひ ろくヨーロ

ッパに知 られている。

中世以来 の名門王家が血友病に冒されて王権維

持 の危機に陥 った とき,ナ ポレオ ンの一将軍であ

る外国人 とその妻(い ずれも平民出身のフラソス人)

を国王ならびに王妃 として迎えて君主制をまも り,

かつ近代の民主主義 との融合をはかってい った。

この国は,イ ギ リス とはひ と味 ちが う立憲君主国

である。(王 妃 となった女性が青年 ナポレオ ン の

恋人であったことも,よ く知 られ るエピソー ドで

ある。)

1930年 代,こ の北国の社会主義者 たちは,西 欧

諸国におけ る社会党や共産党の躍進 とそれに対す

るファシズムとナチズムの拾頭を眼のあた りに し

て,伝 統的な社会主義テーゼである国有化ない し

公有化原則を放棄 し,財 政政策の主導する所得再

配分による社会福祉の実践を基本路線 として定め

た。いわゆる北欧社民主義である。そ して1932年

か ら戦後の1976年 にいたる実に44年 間,社 民党が

政権を掌握 しつづけて きた。

この国にはニスニック ・グループの対立がない。
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オース トリアやオランダの ような列柱化がない。

したが って 「同権委員会」はない。 しか し 「労働

総同盟」 と 「使用者同盟」 との間の対等な賃金協

議は慣行 として尊重 されてきた。その基礎 の うえ

に三者協議会 システムが法制化 されてい った。首

相 のもとに 「経済計画審議会」(1964年)お な じく

「経済審議会」(1969年)が 設置され,各 省庁に も

同種の審議会が付置 された。

経済学上の北欧学派 の提言にもとついて社民党

下での成長政策が 反核政策 とともに一 戦後

いちはや く展開され,産 業構造の現代的再編が急

速かつ効果的に推進 された。構造変化によって発

生す る解雇者 の職業的再教育が,安 定 した社会福

祉制度の うえで構造化 し,社 会的安定 と経済的繁

栄が もた らされた。

それは ヨmッ パでは殆 ど稀有のことであった。

(その類例は歴史的な背景を異にする極東の日本だけで

ある)

急激な人 口移動 も福祉 と再教育の制度を伴 う経

済成長によって吸収され,1970年 代に至 って,こ

の北欧の小国(?)は,イ ギ リスはもちろん フ ラ

ンスを抜いて ヨmッ パ第2の 工業国 とな った。

日本に余 り知 られないことであるので,こ こで特

筆す るに価す るだろ う。

この国の福祉社会 としての充実は良 く知 られて

いるが,そ れを支えた経済政策 と政治的協調方式

については,よ く知 られていなか っただけに再度,

強調 して よいだろ う。総 じてそれは,成 長政策 に

たつ社会民主主義的 コーポラテ ィズムなのである。

しか し,も のごとはメダルの反面 を避け るこ と

ができない。70年 代の中頃以降,石 油危機によっ

て触発された世界的不況のなかで成長政策はゆ き

づ ま り,雇 用不安が この国を訪れ るようになる。

社民党 も徐 々に"左 傾化"を 強め,労 働総同盟内で

は トップ交渉に対す る下部組合員の反抗がおこる。
けい

多年,政 権を ともに担当 して きた保守党も,連 携

を忌避す るようになる。景気対策 と雇用維持のた

めの公共投資 の引上げは,財 政赤字を累積 させ,

保守党支持 の リベ ラルを野党化 させ る。

1976年 の"歴 史的敗北"が おこる。それは資本

主義的 な蓄積再生産構造の危機を前に しての社会
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民主主 義 の敗 北 であ った。 しか しそれ は政 治 と し

て の保 守主 義 では解 決 され え ない もので あ った。

議 会 システ ムそ の もの では解決 の政 治的 手段 が調

達 されx.な い と して も,議 会主 義 と共 生 す る社 会

民 主主義 的 コーポ ラテ ィズ ムの縦 深 陣地 に よって

解決 のい と 口が得 られ る もので あ った。社 会党 首

パ ル メの提 唱 す る 「労働 者基 金制 度」(毎 年 の企業

利潤の うち一定率以上分の20%相 当を新株の形 式 で 労

働組合の管理する基金に繰みいれてい く企業共 有 化 方

式)は,こ の要望 に こた え る もの と して受 け いれ

られ た。 そ して,議 会 システ ムの うえで の社民 党

の政 権恢 復が 実現す る(1982年)。

議会 制民 主主 義 に立 脚す る コーポ ラテ ィズムは,

こ こに,産 業 構 造再編 成 の実績 を示 す と同時 に ,

経済 危機 下 の社会 的安 定を達 成 す る とい う課題 に

た ちむか って い る。 そ の道 が容 易で ない ことは,

1986年 のパ ル メ暗殺 に よって も,象 微 され て い る,

とい うこ とが で き るで あろ う。

しか し,上 記 ス ウ ェーデ ンの道 は,た ん にス ウ

ェーデ ンー 国に 固有 な もので あ るだ け では ない。

他 国に援用 可 能 ない くつか のエ レメ ン トがそ こに

は存 在 して い る。HarpsundDemocracyは,こ

の霧 の国 の特殊 性 を こえて普 遍的 価値 を もつ もの

とされ うる。

現 今 の コーポ ラテ ィズ ム論 のなか で}ス ウ ェー

デ ンが注 目され るのは,自 然 な成 りゆ きであ るだ

ろ う。 北海 を こえ たイ ギ リスに も,ま た遙 か"極

東"の 日本 に も,そ の反響 が きこえ る。

そ の2一 イギ リス

議 会制 民主 主義 の 発祥 地 イ ギ リスは今 日も政 党

システ ムの原 則 の うえに立 って い る。 市民 社会 と

国家 との分離が 尊重 され,社 会 におけ る私 権力 と

国家 にお け る公 権 力 との区別 が,伝 統 と して固執

され て い る。

この西欧的 価値 の正統 の後継者 を もって任 じる

この国 の紳士 の間 で は,か つて,ヴ エ ッブに よる

ギ ル ド社 会主義 の提 唱 は異端 の悪 趣味 とみ な され,

ケイ ンズ主 義 は,学 説 と しての価 値 も政 策 と して

の有効 性 も,も っ とも遅 く認 知 された の であ った。

コーポ ラテ ィズ ム と銘 うた ないが三者 協 議方式 の

社 会 的統 合が,模 索 され た こ ともあ るが,実 現 し
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た こ とは な く,ケ イ ンズ的 成長 政策 が採用 され る

よ うに な って も,た い して有 効 に機能 した こ とは

な い。 イギ リス資本 の対 外流 出は激 増 し,そ こか

らす る在 外資産 率 の高 さだけ は,ヨ ー ロ ッパ諸 国

の首位 を競 う。

この議 会制 民 主主i義の母 国 も1970年 代 に入 る と,

議 会 のぞ とで の国民的 コ ソセ ンサ ス形 成 に入 らざ

るを えな くな る。保守 党 と労働 党 の双 方か らす る

労 資 間 の 「社会 契約」 協議 会 の提 案 がそ れを象 徴

して い る。と くに保 守 リベ ラル の ヒース政権(1972

年),労 働党 の ウ ィル ソン政 権(1974-79年)に よ

る社 会契 約交 渉 は,イ ギ リスの変 貌を物 語 るもの

で あ っr`。

しか し前者 は,総 合経 済計 画 の長期 プ ラソ作 り

の"塗 騒 ぎ〃のなかに消え,後 者はTUC(労 働組合

会議)内 の反乱="山 猫ス ト"に よって・あえな く

消えてい く。

議会を よそに しての団体間協議やそのための ト

ップ交渉には,市 民的 自己管理(自 治)の 正 統 性

をみ とめがたいのである。そ して,そ の反面では,

伝統的な社会的な階級制度は必然視 されるのであ

る。そ こでは古色蒼然た る階級関係や ジ ョッフシ

ステムが罷 り通 る。その間に許容され るのは,一

時的な経済危機の管理 の手段 としての国有化であ

り,そ の条件整備 としての社会的安定策一社会福

祉の実現 なのである。

二大政党による政権交替の反復のなかで,政 権

政党は一 一いずれの党の場合 も 社会的協議を

必要 としながら,そ れを獲得 しえぬままに,産 業

構造の再編成一蓄積様式の転換に成功す ることが

できず,経 済的な危機 と社会的な不安のなかで,

労働党は"左 傾化"し,か つ社会民主党の分離を

みるようにな り,保 守党では旧主流 の りベラルに

対す る右派の指導権が強まってい く。

政治上 の議会至上主義に立つ右派 党 首(サ ッチ

ャー)は,経 済上のモネタ リス トとして,そ の個人

主義的 自由主義を"純 化"す る。そ の超哲学的 な徹

底化は,彼 女の前に立 ちはだか る石炭労働組合の

長期ス トを,労 働組合法の改正 とス ト組合員の切

り崩 しに よって叩きつぶす ことに象徴 されている。

労働組合法改正 のポイン トは,労 組 内でのス ト

権 確 立投票 を法 的 に義務 づけ,ス ト賛 成投 票が過

半 数を割 った労組 のス ト実 施(な いし継続)を 違

法 ス トと して禁圧 す る,と い う点 に あ る。

この法改正 とともに,組 合 員 の切 り崩 しが一 人

一 人行 なわ れ ,ス ト賛 成派 と反対 派(政 府協力派)

との比率が 毎 月発表 され る。 そ して最 後 の一人 が

ス トの継続 賛成 か ら反 対 に廻 った とき,い っせ い

に就 業者 が機 動隊 とと もに工 場 に入 る。 その静 か

な凄 惨 さは,ヨ ーRッ パ大陸 の人 々の眼 をテ レビ

の画面 か らそ ら しめ るに足 るものであ った。

組合 民主主 義 の社 会慣 行 を法制 化す るこ とに よ

って の,政 党 システ ム型統 治へ の一元 化。社 会協

調 型 の社会 福祉 の廃棄 。国 有企業 の再私 有化pri-

vatisation。 私 的営利 原則 に宿 る とされ る経 済 的

合理 主義 へ の信 仰。 そ して何 よ りもモ ネ タ リズム。

イギ リス の政権 担 当責任者 が 現 に進 めて い る,こ

れ らの諸政策 は,効 果 的 な選 択 の実施 では な く,

正 統主 義哲 学 の実現 な ので あ る。

この ブル ジ ョア的形 而上学 を前 に して,そ れ へ

の対決 者 たろ うとす るものが,(お そらくス ウェー

デソか ら多 く着想して)社 会 民主主 義的 コーポ ラ テ

ィズムを提 唱す るの は,自 然な成 りゆ きで あ るだ

ろ う。 そ の一 論者 が 「私的所 有 プラス公的 コン ト

・一ル」 の 「経 済体制 」た る 嘱 ポ ラテ ・ズム体

制 こそ 「社会民 主主 義 の最 高形 態」 だ と予 断す る

の も,理 解 で きな い こ とでは ないだ ろ う。

それが 西欧 デモ クラ シイ の伝 統的 価値 を擁持 す

る明 るい体制 として の開 花 な のか,或 いは 「人間

の顔を した フ ァシズム」 とい う暗 黒 の体 制 への転

落 なのか,そ の帰 趨 のほ どは不 明で あ る。 しか し,

そ こに イギ リスの危機 が,そ して よ り広 く,現 代

資本 主義 と近 代民主 主義 の危機 が,よ こたわ って

い るこ とだけ は,眼 をそ らす こ とので きぬ現実 で

あ る。

(3)コ ーポ ラテ ィズ ムへ の拒 絶体 質

と ころが,こ こに コーポ ラテ ィズムを受け つけ

ない 自由主義 的民 主主 義 の国hが あ る。 フ ランス

とア メ リカ合 衆 国が そ の典型 であ ろ う。

そ の1一 フ ラ ソス

国 家 の うちに,固 有 の養 成機 関 に よ って訓練 さ

れ た強 固な高級 官僚 層が あ り,社 会 の うちに は,
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堅固な内的凝集力を もつ二大労働者組織が一競合

し分裂 して一存在す る。他方,経 営者団体はかな

り強い内部統制力を もっているが,強 大な官僚層

と労組勢力を向 うにまわ してコルポ ラテ ィス ト的

協議に入 るほ どの意欲を もってはいない。国家 と

しての重要な政策決定は,第 五共和制 とい うか な

り独特な大統領制の もとでの議会制民主主義 と直

接民 主 主 義(国 民投票)に ゆだね られ る。 もっと

も近年 は,「経済社会審議会」(leConseileconomque

etsocia1)が 大統領のもとで
,ま た各種の 「特別委

員会」が各省庁のもとで,活 躍 してお り,そ こに

は・機能別の諸団体や諸組織 の代表参加がみ られ

るようになった。 また,マ クロならぬ メゾの レベ

ルで一 た とえば農産物の価格決定にみ られ るよ

うな一 利害関係諸団体の協議が行なわれている。

しか し・それを コーポラティズムだ と規定す るこ

とには一般的な拒絶反応がみ られ る。あたか もペ

タンの悪夢が再来す るのを嫌 うかのよ うにであ る
。

その2-一 一アメ リカ
"人種 のるつぼ"と いわれ るほど

,サ ブカルチ ュ
ーが多種多様 であ り

,分 裂が広 く深い。各州間の

地域差 も大きい。 また,社 会諸階級の差異が大 き

い。それ らの間の多極共存型の協議は不可能であ

る。議会制民主主義の一一義性以外に,そ して強大

な権限をそなえた大統領制の統合能力以外に,そ

れ らを総括す ることはで きない。

ここでは,資 本家や経営者は,諸 種の団体を作

りはす るが,そ の利益媒介は議会の ロビス トにゆ

だね られる。労働組合は一本化 してナ ショナルセ

ンターを組織 しているが,や は り政党に利益媒介

を一任 している。

官僚層は,固 有の養成機関を もたず,屡 々政府

要人が私企業や大学か ら調達 され る。

これでは,コ ーポラテ ィズム型協議を発議す る

ことも遂行す ることも殆 んど不可能であるだろ う
。

一 少なくとも戦時な らぬ平時 には
。

その3西 ドイ ツ

1960年 代におけ るキ リス ト教民主党 と社会党の

大連合下において,三 者方式の定期協議が,成 長

率,雇 用,物 価,所 得政策 などをめ ぐって行なわ

れたが,大 連合の崩壊 とともに,マ クロ ・レベル

一11-一

では消滅 した。70年 代後半に 「共同決定法」 の制

定 とその合憲審査が確定 して,企 業(管 査委員会)

レベルでの同権協議が行なわれ るようになった。

しか し,国 民的合意形成 の基本は政党 システ ムの

うえで行なわれてお り,コ ーポラテ ィズム化が ミ

クロの レベルを超えるとい うことは殆ん ど展望 さ

れ ない ようである。

東独 との関係は,い までは国際法上 明白な対外

関係であるが,エ スニ ックには対内関係である。

それだけに,頂 上交渉,秘 密接触,舞 台まわ しを

伴 うコーポラティズムを さけて,議 会制民主主義

の一義性 に徹 し,開 かれた(そ して乾いた)合 意形

成 をメゾとマ クロのレベルで とげるこ とこそ必要

であるJと 判断 されているのであろ う。

11結 語 にか え て

上述のすべてのことをいま顧みて思 う。

或 るところでは,そ の顕在化を忌避 され,そ れ

に よって既存の政治 システムに過重負荷をおわせ

る潜在的傾向性。或 るところでは,か ねてか らの

社会慣行であ り,す でに法制化 されている実定性。

或 るところでは,そ れ以外には選択不可能 とされ

る未来の可能性。そのいずれで もあ り,ま た,そ

のいずれかであるもの。或いはそのいずれでもな

い もの。

それはやは り現代の妖怪であるだろ う。

それが ネオ ・コーポラテ ィズムの名で くくられ,

多 くの論者か ら定義をあたえられている。 日本の

政治学聡 ・それを克明にフォmし 懲 序 して

くれている。

それに言及 しつつ本稿 の最後の行論 をすすめる

ことができれば良いのであ るが,そ の余裕を得な

いので,こ こにい ささか性急であるが,経 済学者

として私な りの定義をかかげて読者の参考の資 と

したい。一 議会制民主主義を固有の伝統 とす る

こともな く多極共存志向デモ クラシイは遂 に知 る

こともなか った,こ の私たちの国の政治的風土に

立つ とい う共感の うえに。

一 現代 コーポラテ
ィズムは,市 民社会 と国家

との間で利益媒介 と政策決定を接合 し国策遂行の
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保証を確保す る国民的合意様式であって,資 本の

再生産二蓄積過程 の体制的諸要因な らびに転換期

に固有な諸争点をめ ぐって進め られる非議会的な

社会的協議様式である。そ して,そ の 「ネオ」性

格は,ケ イ ンズ政策の一般的導入以降 とくに顕著

になって きた国家介入=利 益媒介のVarlatlon

であ り,そ の非議会的な方法が反議会主義的 なも

のた りえない ところにある。

この社会的協議様式は,議 会制民主主i義を補充

す るもの とし有意義なのであ り,社 会民主主義的

コーポラテ ィズムの前望的進展を可能な らしめる

ものであ る。だが同時 にそれは,時h刻 々,議 会

制民主主義 の基盤を掘 り崩 し,こ の正統 の統治形

態を空洞化させ,反 議会主義 の招来に結果す る可

能性を もはらむ ものであ る。

また現今の先進国に急進展 しつつある多国籍企

業化のイ ソパ ク トのなかで,あ らたなナ ショナ リ

ズムと国粋主義を醸成す る内的促進要 因になる可

能性を宿す ことも,否 定できない。

こう記 している私 の脳裡 には,1980年 代の 日本

の経済 と政治が,浮 かんで くる。

対外的 な"国 際化"に 対応す るか のような対内的

な"戦 後政治の総決算"。 それを進め る政治過程に
(23)

おけ る審議会方式の多用 と重用。

「第2次 臨時行政改革審査会」か ら 「臨時行政

改革推進審議」そ してそ の最新形態ヘ……。 この

経過の うちには議会機能 の低下に対応 した行政国

家化が進め られている。 しか も財界ヘゲモニーの

もとにおけ るそれがであ る。

審議会なる機関 はなにも今に始まるものではな

い。 しか し,か の中央労働委員会が活躍 した戦後

期 の 「公共労働委員会」 とくらべてみればその間

に,審 議会の性格変化がは っき りと読み とれ る。

また高度成長期 に通産省設置 の 「産業 構 造 審 議

会」がはた した役割 と今 日のゼロサム時代の諸審

議会 のそれ との間には,同 一性格 の うえでの大 き

な機能転化が,顕 然 としてい る。
(24)

労働過少代表 の属性を もつ財界主導型の国家 コ
0ラテ

ィズムの出現を,私 たちは眼前に してい

るのではないだろ うか。「人間の顔を し た ファシ

ズム」 とい う規定が,日 本のために用意されてい

た のだ,と い うことにな らない保証 は,ど こにあ

るのだ ろ うか。

それ を 自他 に問 いつつ本稿 を欄 くことにす る。
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